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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第91期

第２四半期連結累計期間

第92期

第２四半期連結累計期間
第91期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年９月30日

自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（百万円） 47,577 52,094 103,800

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
△470 △67 888

四半期純損失（△）又は当期純利

益（百万円）
△547 △524 1,420

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
△1,532 △1,468 1,109

純資産額（百万円） 32,837 33,886 35,414

総資産額（百万円） 96,828 101,375 105,208

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は１株当たり当期純利益

金額（円）

△25.39 △24.33 65.87

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － 65.63

自己資本比率（％） 33.84 33.35 33.60

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△468 7,721 6,610

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△7,509 △8,820 △16,560

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
4,110 206 7,609

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
5,275 5,678 6,688

　

回次
第91期

第２四半期連結会計期間
第92期

第２四半期連結会計期間

会計期間
自平成23年７月１日
至平成23年９月30日

自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）
△9.33 △26.64

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．△印はマイナスを示しております。

４．第91期第２四半期連結累計期間及び第92期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等による緩やかな持ち直しがありつつも、世界景気

の減速等の影響を受け、総じて緩やかな回復から足踏み状態になりました。海外においては、米国では緩やかな回復

傾向にあるものの、中国やインドでは景気拡大のテンポが鈍化するなど、景気減速の動きが広がる状況となりまし

た。

このような環境の中で、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高52,094百万円（前年同四半期比9.5％増）、

営業利益370百万円（前年同四半期は営業損失421百万円）、経常損失67百万円（前年同四半期は経常損失470百万

円）、四半期純損失524百万円（前年同四半期は四半期純損失547百万円）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

① ダイカスト事業　日本

国内では、主要顧客である自動車メーカーにおいて、エコカー補助金の効果による国内販売増や東日本大震災の

復興需要等により生産が増加しました。当社においても、それらの影響を受けて受注が増加したことにより、売上高

は30,777百万円（前年同四半期比2.3％増）となりました。収益面においては、東海工場の集約に伴う一時的な費用

増等の影響によりセグメント利益は107百万円（前年同四半期比64.2％減）となりました。

② ダイカスト事業　北米

北米では、東日本大震災の影響により減少した主要顧客からの受注が回復し、アメリカでの自動車販売も好調で

ある事から受注が増加し、売上高は10,699百万円（前年同四半期比27.1％増）となりました。収益面においては、受

注増の影響や、メキシコで発生していた生産対応の遅れによる費用を削減したこと等により、セグメント利益は496

百万円（前年同四半期はセグメント損失425百万円）となりました。

③ ダイカスト事業　アジア

中国では、平成23年夏より合肥における新拠点が操業開始した影響に加え、広州及びインドの拠点においても新

規製品の量産が本格化したことにより受注が増加し、アジアでの売上高は8,089百万円（前年同四半期比27.9％

増）となりました。収益面においては、インド及び合肥での先行投資による固定費の増加影響等により、セグメント

損失は263百万円（前年同四半期はセグメント損失312百万円）となりました。

④ アルミニウム事業

アルミニウム事業においては、市況低迷によって価格が抑えられた状況ではあるものの、二次合金地金の出荷量

が前年同四半期比で20.0％増となったことにより、売上高は1,834百万円（前年同四半期比4.4％増）となりまし

た。収益面においては、受注の増加や、使用原材料を含む原価低減活動を図ったことにより、セグメント利益は45百

万円（前年同四半期はセグメント損失23百万円）となりました。

⑤ 完成品事業

完成品事業においては、主要販売先である半導体関連企業の設備投資が低調であることに加え、通信会社のデー

タセンター向け物件の需要も低い水準で推移したことにより、売上高は693百万円（前年同四半期比29.5％減）と

なりました。収益面においては、受注減少の影響等により、セグメント損失は32百万円（前年同四半期はセグメント

利益19百万円）となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

1,010百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には5,678百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、前第２四半期連結累計期間と比較して8,189百万円増加して7,721百万円となり

ました。これは主に債権流動化による調達額を含む売上債権の減少額4,099百万円（前年同四半期は売上債権の増

加額2,266百万円）によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、前第２四半期連結累計期間と比較して1,310百万円増加して8,820百万円となり

ました。これは主に有形固定資産の取得による支出8,985百万円（前年同四半期比1,936百万円増）によるものであ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、前第２四半期連結累計期間と比較して3,903百万円減少して206百万円となりま

した。これは主に借入金など有利子負債の減少3,969百万円によるものであります。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、242百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 21,778,220 21,778,220
東京証券取引所

市場第二部

株主としての権利内容

に制限のない、標準とな

る株式であり、単元株式

数は100株であります。

計 21,778,220 21,778,220 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成24年７月24日

新株予約権の数（個） 240

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 24,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１

新株予約権の行使期間
自　平成24年８月９日

至　平成54年８月８日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　234

資本組入額  117 (注)１

新株予約権の行使の条件 (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３

（注）１．(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資

本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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２．(1) 新株予約権者は、平成24年８月９日から平成54年８月８日までの期間内において、当社の取締役及び

監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から10日を経過す

る日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合（ただし、②については、新株予

約権者に会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される

場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

① 新株予約権者が平成53年８月８日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

平成53年８月９日から平成54年８月８日まで

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは

株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、

当社の取締役会決議がなされた場合）

当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないもの

とする。

(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約書」の定めるところによる。

３．組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれ

の場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存

新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に

沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割

計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に

上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得ら

れる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けるこ

とができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか

遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１

円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記

載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの

とする。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金残高
（百万円）

平成24年７月１日～
平成24年９月30日

－ 21,778 － 5,117 － 8,177

(6) 【大株主の状況】

 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

高橋　新 東京都新宿区 915 4.2

モルガンスタンレーアンドカ
ンパニーエルエルシー
（常任代理人　モルガン・スタ
ンレーＭＵＦＧ証券㈱）

1585 Broadway, New York, New York 10036, USA

（東京都渋谷区４－20－３）
775 3.5

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 765 3.5

本田技研工業㈱ 東京都港区南青山２－１－１ 672 3.0

日本軽金属㈱ 東京都品川区東品川２－２－20 657 3.0

HSBC PRIVATE BANK (SUISSE)
SA HONG KONG BRANCH -
CLIENT ACCOUNT
（常任代理人　香港上海銀行　
東京支店）

C/O HSBC INVESTMENT BANK ASIA LIMITED LEVEL

14,1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG

（東京都中央区日本橋３－11－１）

647 2.9

アーレスティ取引先持株会 東京都中野区中央１－38－１ 611 2.8

日本トラスティ・サービス信
託銀行㈱（信託口）

東京都中央区晴海１－８－11 598 2.7

ザ バンク オブ ニューヨーク
- ジャスディックノン トリー
ティー アカウント
（常任代理人　㈱みずほコーポ
レート銀行決済営業部）

One Wall Street, New York, New York 10286,

 USA

（東京都中央区月島４－16－13）

592 2.7

スズキ㈱ 静岡県浜松市南区高塚町３００ 565 2.5

計 － 6,802 31.2
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（注）オークツリー・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド・エルピー（Oaktree Japan Opportunities Fund,L.

P.）及びその共同保有者であるオー・シー・エム・オポチュニティーズ・ファンド・セブン・エルピー

（OCM Opportunities Fund Ⅶ,L.P.）から、平成21年６月10日付の大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付

があり、報告義務発生日（平成21年６月４日）現在で、それぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受

けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上

記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有

割合（％）

オークツリー・ジャパン・オポチュニ

ティーズ・ファンド・エルピー

（Oaktree Japan Opportunities 

Fund, L.P.）

ケイマン諸島　グランド・ケイマン　

ジョージタウン　ウォーカーハウス　

ピーオー　ボックス　908　

ジーティー　ウォーカーズ　エスピーブ

イ　リミテッド

（Walkers SPV Limited, Walker 

House PO BOX 908 GT, George Town, 

Grand Cayman, Cayman Islands）

株式 　686,100 3.1

オー・シー・エム・オポチュニティー

ズ・ファンド・セブン・エルピー

（OCM Opportunities Fund Ⅶ, L.P.）

ケイマン諸島　グランド・ケイマン　

KY１-9002　ジョージタウン　メアリー

ストリート　ウォーカーハウス　

ピーオー　ボックス　908

ジーティー　ウォーカーズ　エスピーブ

イ　リミテッド方

（c/o Walkers SPV Limited, Walker 

House, PO Box 908 GT, Mary Street,

George Town, Grand Cayman KY１

-9002, Cayman Islands）

株式　 589,300 2.7
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(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】
 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 213,800 －
株主としての権利内容に制

限のない、標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,516,000 215,150 同上

単元未満株式 普通株式 48,420 － 同上

発行済株式総数 21,778,220 － －

総株主の議決権 － 215,150 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有し

ていない株式が1,000株（議決権10個）及び証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権１個）含まれておりま

す。なお、「議決権の数」欄には、実質的に所有していない株式に係る議決権の数10個が含まれておらず、同機構名

義の株式に係る議決権の数１個が含まれております。

②【自己株式等】
 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所
有株式数
（株）

他人名義所
有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己株式）

㈱アーレスティ
東京都中野区中央１－38－１ 213,800 　－ 213,800 1.0

計 － 213,800 － 213,800 1.0

（注）上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1,000株あり、当該株式は

上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の「株式数」欄に含めておりますが、「議決権の数」欄

には含めておりません。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,358 6,117

受取手形及び売掛金 ※
 24,541

※
 20,513

商品及び製品 2,153 2,548

仕掛品 3,826 4,188

原材料及び貯蔵品 2,657 2,558

その他 3,949 3,890

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 44,486 39,814

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,433 10,854

機械装置及び運搬具（純額） 25,228 26,080

土地 5,716 5,701

建設仮勘定 8,747 8,796

その他（純額） 4,009 4,569

有形固定資産合計 54,135 56,003

無形固定資産 901 901

投資その他の資産

投資有価証券 5,150 4,104

その他 535 552

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 5,685 4,655

固定資産合計 60,721 61,560

資産合計 105,208 101,375

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※
 18,653

※
 14,493

電子記録債務 － 2,839

短期借入金 4,541 6,092

1年内返済予定の長期借入金 9,133 9,308

未払法人税等 273 479

賞与引当金 1,092 1,063

事業構造改善引当金 － 375

製品保証引当金 448 202

災害損失引当金 104 68

その他 ※
 7,919

※
 7,274

流動負債合計 42,166 42,198

固定負債

長期借入金 19,674 18,342

退職給付引当金 3,790 3,868

事業構造改善引当金 482 －

その他 3,680 3,079

固定負債合計 27,627 25,290

負債合計 69,794 67,488
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,117 5,117

資本剰余金 8,359 8,359

利益剰余金 26,240 25,651

自己株式 △320 △320

株主資本合計 39,397 38,807

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,846 1,168

為替換算調整勘定 △5,897 △6,162

その他の包括利益累計額合計 △4,050 △4,994

新株予約権 67 73

純資産合計 35,414 33,886

負債純資産合計 105,208 101,375
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 47,577 52,094

売上原価 43,105 47,072

売上総利益 4,471 5,022

販売費及び一般管理費 ※
 4,892

※
 4,651

営業利益又は営業損失（△） △421 370

営業外収益

受取利息 21 12

受取配当金 53 56

負ののれん償却額 54 －

為替差益 82 －

スクラップ売却益 35 36

その他 62 65

営業外収益合計 311 170

営業外費用

支払利息 312 377

為替差損 － 169

その他 47 63

営業外費用合計 360 609

経常損失（△） △470 △67

特別利益

固定資産売却益 2 3

補助金収入 － 168

特別利益合計 2 171

特別損失

固定資産除売却損 57 96

退職給付制度改定損 22 －

その他 10 －

特別損失合計 89 96

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△558 7

法人税、住民税及び事業税 451 645

法人税等調整額 △462 △112

法人税等合計 △10 532

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △547 △524

四半期純損失（△） △547 △524
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △547 △524

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △566 △678

繰延ヘッジ損益 16 －

為替換算調整勘定 △435 △265

その他の包括利益合計 △984 △943

四半期包括利益 △1,532 △1,468

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,532 △1,468

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△558 7

減価償却費 4,588 5,398

負ののれん償却額 △54 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 △29

製品保証引当金の増減額（△は減少） 56 △244

退職給付引当金の増減額（△は減少） 135 77

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △99 △107

受取利息及び受取配当金 △75 △68

支払利息 312 377

有形固定資産除売却損益（△は益） 54 92

補助金収入 － △168

退職給付制度改定損 22 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,266 4,099

たな卸資産の増減額（△は増加） △377 △548

仕入債務の増減額（△は減少） △1,374 △1,345

未払金の増減額（△は減少） △171 △171

未払消費税等の増減額（△は減少） △693 293

その他 649 438

小計 156 8,100

利息及び配当金の受取額 75 69

利息の支払額 △313 △376

補助金の受取額 － 168

法人税等の支払額 △667 △537

法人税等の還付額 280 348

災害損失の支払額 － △50

営業活動によるキャッシュ・フロー △468 7,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △484 －

定期預金の払戻による収入 87 198

有形固定資産の取得による支出 △7,049 △8,985

有形固定資産の売却による収入 111 12

その他 △175 △45

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,509 △8,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 10,820 10,350

短期借入金の返済による支出 △9,574 △8,856

長期借入れによる収入 6,670 4,963

長期借入金の返済による支出 △3,662 △6,172

配当金の支払額 △129 △65

その他 △13 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,110 206

現金及び現金同等物に係る換算差額 △189 △117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,057 △1,010

現金及び現金同等物の期首残高 9,179 6,688

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

153 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,275

※
 5,678
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【会計方針の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

（減価償却方法の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※ 四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四

半期連結会計期間末残高に含まれております。

　
前連結会計年度

 (平成24年３月31日）　
　当第２四半期連結会計期間
   (平成24年９月30日）　

受取手形 137百万円             　 150百万円

支払手形         　　1,332 　         1,376

流動負債のその他(設備支払手形) 　             57 　        　  8

（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

運搬費 996百万円 983百万円

給料及び賞与 1,279 1,239

退職給付費用 133 139

賞与引当金繰入額 277 261

減価償却費 59 72

研究開発費 465 242

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の

とおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

現金及び預金勘定 5,718百万円 6,117百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △443 △439

現金及び現金同等物 5,275 5,678
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月13日

取締役会決議
普通株式 129 6 平成23年３月31日平成23年６月８日 利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末
後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年11月９日

取締役会決議
普通株式 64 3 平成23年９月30日平成23年12月５日利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月14日

取締役会決議
普通株式 64 3 平成24年３月31日平成24年６月７日 利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末
後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月９日

取締役会決議
普通株式 64 3 平成24年９月30日平成24年12月５日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　  （単位：百万円）

　

報告セグメント

合計ダイカスト事業 アルミニ

ウム事業

完成品

事業日本 北米 アジア

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 30,0908,419 6,325 1,758 983 47,577

セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,080 9 251 987 1 3,331

計 32,1708,429 6,577 2,745 985 50,908

セグメント利益又は損失（△） 299 △425 △312 △23 19 △442

　
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）
（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 △442

セグメント間取引消去 20

四半期連結損益計算書の営業損失 △421

　
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　  （単位：百万円）

　

報告セグメント

合計ダイカスト事業 アルミニ

ウム事業

完成品

事業日本 北米 アジア

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 30,77710,6998,089 1,834 693 52,094

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,656 2 341 1,257     - 3,257

計 32,43310,7018,431 3,092 693 55,352

セグメント利益又は損失（△） 107 496 △263 45 △32 353

　
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）
（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 353

セグメント間取引消去 17

四半期連結損益計算書の営業利益 370

　
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 25円39銭 24円33銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（百万円） 547 524

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（百万円） 547 524

普通株式の期中平均株式数（株） 21,552,049 21,564,437

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失金額であるため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成24年11月９日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額………………………………………64百万円

（ロ）１株当たりの金額…………………………………３円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成24年12月５日

（注）　平成24年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　平成24年11月12日

　  

株式会社　アーレスティ 　

取　締　役　会　御中　 　

 有限責任監査法人　トーマツ 　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中川　 正行　 印 　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 下条　 修司 　印 　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中塚 　　亨　 印 　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アーレス
ティの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から
平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連
結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ
・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アーレスティ及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財政
状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上
（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。
２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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